
★「実績報告書」作成前に、ご確認ください！

～「交付決定通知書」に記載の決定額は、以下のパターンがあります～

①「申請」金額が「国保連」算出の金額と同じ場合「支払決定額通知書」と同額が記載
②「申請」金額が「国保連」算出の金額より低い場合「申請」した金額が記載
③「申請」金額が「国保連」算出の金額より高い場合「支払決定額通知書」の金額が記載

※②の場合のみ、差額を「概算払い」2回目を請求して頂くことでお支払い
※「実績報告書」（別紙様式3-2補助金）の補助金総額は、「支払決定額通知書」とは別の「支払内訳書」に、記載されて
いる「補助金支払額」をサービス種類毎の総額を転記

「実績報告書」提出フロー図

申請金額が、国保連算出の金額より
低い場合

「概算払い」で完了

★提出物★

①「実績報告書」
②様式2号変更承認申請書

※HPから上記様式をダウンロードし、
アップロード用フォームから提出

★提出物★

①「実績報告書」

※HPから上記様式をダウンロードし、
アップロード用フォームから提出

請求しない 請求する

①・③

「概算払い」2回目手続き

②

～事前に下記資料をお手元にご準備ください～

◆「交付決定通知書」 ⇒ 事業所毎に発行ではなく、総額を沖縄県が発行
◆「支払額決定通知書」 ⇒ 国保連が算出した金額（補助金の支払い可能上限額）国保連が発行
◆「支払内訳書」 ⇒ 事業所毎の内訳となる、国保連が発行

※「交付決定通知書」以外のお問い合わせは、国保連（代表番号：098-863-2321）まで

～ご注意～
①・③については、「概算払い」2回目の申請はできません。
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